
宅地造成等規制法に関する手続き 
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       有           無 

 

 

 

 

＊ これは大まかな流れを示したもので、詳細については確認をしてください。 

注）宅地の定義については、露天資材置き場、露天駐車場なども宅造法では宅地に

該当します。  

宅地造成工事規制区域の内、外 

不   要 

宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地に

おいて行う土地の形質の変更 

 土地の形質の変更 

＊ 切土であって、高さが２ｍをこえるもの 

＊ 盛土であって、高さが１ｍをこえるもの 

＊ 切土及び盛土をした高さが２ｍをこえる 

もの 

＊ 上記に該当しない切土又は盛土をする面

積が５００㎡をこえるもの 

許  可  要 昭和４３年６月２９日以前より

宅地 

不   要 宅造法第１５条第３項届出要 


